
平成２８年４月１日 
株式会社 中国銀行 

 
福山市との「地方創生に関する包括協定書」および備後圏域連携協議会との「備後圏域 

連携中枢都市圏における地域包括ケアシステムの構築にかかる協定書」の締結について 
 
当行と福山市（福山市東桜町３番５号 市長 羽田 皓）では、包括的な連携のもと相互に

協力し、福山市総合戦略の推進、地域の発展に寄与することを目的とし、「地方創生に関す

る包括協定書」を締結しました。 
また、備後圏域連携協議会（会長 福山市長）【※】と「備後圏域連携中枢都市圏におけ

る地域包括ケアシステムの構築にかかる協定書」を締結しました。 
当行の広域な営業店網を活用することで、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続

けることができるように各市町が取組む地域の特性に応じた地域包括ケアシステムの構築

に協力してまいります。 
【※】福山市、三原市、尾道市、府中市、世羅町、神石高原町、笠岡市および井原市の６

市２町で構成 
 
１．地方創生に関する包括協定における連携事項について 
（１）企業誘致の推進及び投資の促進に関すること 
（２）地域産業の振興、中小企業の支援及び創業支援に関すること 
（３）移住交流の推進及び定住の促進に関すること 
（４）産学官金連携の推進に関すること 
（５）６次産業化の推進、農林水産物を活用した地域活性化に関すること 
（６）地域の観光資源の発掘・発信を通じた交流人口の増加に関すること 
（７）地域の医療・福祉産業の充実、健康寿命の延伸に関すること 
（８）中心市街地の活性化、公共施設の整備に関すること 
（９）男女共同参画の推進に関すること 
（１０）上記（１）から（９）の他「福山市総合戦略」の遂行に関すること 
（１１）その他両者が協議し合意した事項 
 
２．地域包括ケアシステムの構築にかかる協定における取組内容について 
（１）高齢者の生活支援制度等にかかる普及啓発 
（２）支援を求める高齢者等の情報共有 
（３）関係機関等と連携した支援体制の構築・対応力の強化 
 



３．その他 
福山市が新たに創設する「ふくやまワーク・ライフ・バランス認定制度」と連携し、福

山市が目指す男女共同参画社会の実現を支援するため、本制度の認定企業等に対して「ち

ゅうぎん子育て支援ローン」により融資金利を優遇する取扱いを開始いたします。また、

併せて認定企業等に勤務する従業員さまへの融資金利の優遇も予定しています。 
 

以  上 


